
【資料１】 女性のための水俣環境ビジネス創造塾

～環境ビジネスウィメンを囲んで～

１ 趣 旨 市内の事業所では水俣病の影響による利害関係等で、話し合う機会

がなかなかもてない状況が続いてきたが、今回の特措法による新た

な地域再生へ向けた取り組みとして、本事業を実施することとした。

とりわけ各業種で頑張っている女性を対象に、ビジネス展開や現

在の仕事の強化・拡大など、水俣のまちづくりに則した、環境と経

済を軸としたビジネス創造の芽を育むため、対象とする女性たちが

求めるテーマ（質問や意見）を用意して、「環境ビジネスウィメン」

のメンバーを招き、テーマを解決・創造する手法や、併せて一歩踏

み出す勇気、背中を押してくれるようなノウハウ（具体的な取り組み

方）など、ウィメンからのアドバイスを受けながら地域再生へ向けた

意見交換を行う場を座談会形式で提供する。

そして、この塾に参加したメンバーによって新規に「女性のための

水俣環境ビジネス創造塾」（仮称）を組織し、講演会や勉強会の開催

などを通して、水俣における女性起業家の発掘・育成につながる活

動を展開していく。

２ 期 日 平成 22 年 6 月 26 日（土）13:00～16:30

３ 場 所 水俣市徳富蘇峰・蘆花生家（水俣市浜町）

４ 内 容

（１） 講師・アドバイザー：環境ビジネスウィメン（5 名）

（２） 座談会の内容

開催にあたって、下記項目と併せて、事前に参加予定メンバーから座

談会で意見交換（質問、悩みなど）したい内容（共通するもの、個人的な

ことなど）を、環境ビジネスウィメンのメンバーに伝えておき、当日の座

談会の円滑な進行を図る

① 環境と商店街（個店）をどのようにマッチングさせればいいのか（環

境で人を呼び込み売り上げアップを図るための新たなビジネス手法）

② 農林漁業（加工品含む）と商店街（飲食店）・温泉旅館をつなぎ、環境

と地産地消を進める手法（地元及び首都圏からの観光客も呼び込むには）

③ マイナスにとらわれがちな「水俣病」を新たな環境ビジネス（プラス）

に活かす手法

④ 流動人口（国内外の観光客）を活発にするための環境ビジネス（旅行商

品開発など）の視点

⑤ 今後、水俣で女性起業家を育てていく上で、私達の役割とするべきこと



５ 受講（予定）者

商業、農林業、旅館業、自営業、団体、市役所等に従事する女性 15 名程度

６ スケジュール

13:00 会場集合（蘇峰・蘆花生家）

13:00～13:30 会場界隈を講師・参加者で散策（座談会のネタ探し）

13:30～14:00 講師・塾生自己紹介（3 分程度）

14:00～15:30 座談会（意見交換）

事前に集めた内容及びテーマ①、②、③、④について

（水俣の無農薬茶や地元の材料を使用した食材の試食を行いながら）

15:30～16:00 テーマ⑤についてウィメンからのアドバイス

16:00～16:30 まとめ

及び「女性のための水俣環境ビジネス創造塾」（仮称）結成

16:30 終了

７ 主 催 水俣市

８ 共 催 水俣地域産業・雇用創出協議会／㈱みなまた環境テクノセンター

▲H22環境ビジネスウィメン


